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①地域福祉とは？
◆社会福祉法 第４条

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互
に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が不えられるように、地域福祉の推進
に努めなければならない。

様々な人々が協力し合い、
それぞれの役割の中で出来
ることに取り組んでいくこ
とで、誰もが安心して生活
できる地域づくりを進めて
いくこと

地域福祉の
推進

＝



こうした流れを止めるために、

地域福祉を進めることが求められています。

虐待、自殺、ひきこもり など…

新たな問題

家庭・地域の
つながりの薄れ

＋
・少子高齢化
・核家族化
・経済丌況 など

孤立

中高年

青少年

高齢者

障がい者

不安・ストレス

②なぜ今、「地域福祉」なのか？



１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

これらの事項について、地域福祉の主体である
地域住民などの参加を得て定めるもの

市町村が地域福祉を総合的に推進するために
進むべき方向を明らかにするための計画

③「地域福祉計画」とは？
◆社会福祉法 第１０７条



④「地域福祉活動計画」とは？

地域住民や事業者、当事者組織、ＮＰＯ・ボランティア団体、行政な

どが連携し、「地域で誰もが安心で充実した生活が送れるような地域

社会」をつくることが目的

地域住民自らが地域福祉の推進に
取り組むための民間の行動計画

この実現に向けた取り組みについて
社会福祉協議会が呼びかけて策定するもの



本市においては、市が策定する『地域福祉計画』と市社協が策定する
『地域福祉活動計画』について、 地域福祉の推進という共通の目的に
向けた基本的な考え方や取り組み内容を共有し、一体的に策定。

⑤地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係



地域福祉計画（および佐世保市地域福祉活動計画）は、福祉分野の計画に基
づく様々な取り組みと、それだけでは解決できない課題を解決するための取り組
みを結び、地域における総合的な福祉を実現していくための計画。

⑥他の福祉分野の計画との関係



「地域福祉計画策定委員会」において計画の策定方針などを審議したほか、
地域ごとの課題や取り組みを十分に反映することを意識。

⑦計画策定の体制



地域住民の参加の機会を作るとともに、地域福祉を進めるきっかけ
づくりを行うことを最も重視。

① 地域ごとにワークショップ形式の住民座談会を開催

『地域福祉“お茶の間トーク”』

② 地域ごとの地区地域福祉活動計画 の策定

①の結果を踏まえた地区ごとの住民の行動計画

⑧計画の策定方針

①、②の結果を基に市全体の計画を策定

・小地域単位での住民の生活課題の集約

・計画策定への住民参加の機会を十分に確保



福推協の役員を中心に、地域住民に対して地域福祉活動への参加を呼びかけ
ていくことを柱とする考え方

民生委員･児童委員、町内会、自治会、老人
会、婦人会、小中学校、ＰＴＡ、警察、消防団
など、地域内のさまざまな団体で役員を構成

※略称：福推協 （市内３１地区）

お茶の間トークの実施および
地区ごとの活動計画の策定

地区福祉推進協議会※の単位ごと

⑨福推協を中心とする地域福祉の推進

これからの「地域福祉の推進役」として期待



基本とした方針

①地域住民同士による話し合いで進めることが前提

ワークショプ形式による座談会

②雰囲気づくりを重視した進め方を検討する

③地域福祉を進めるきっかけになる内容を検討する

⑩「地域福祉“お茶の間トーク”」とは？



アンケートの結果、参加者の９０％以上の方が「活発に話ができた・ある程
度話し合いができた」と回答されたほか、「地域の課題が再確認できた」「自
分にできることはやろうと思った」という意見も多くいただいた。

⑪「地域福祉“お茶の間トーク”」の開催結果



⑫地区ごとの「地域福祉活動計画」

“お茶の間トーク”を通じて地域住民同士が共有した「地域の課題」とその解
決のために「地域住民が取り組むべきこと」について、今後の活動につなげるた
めの『地域住民の行動計画』として地区ごとに取りまとめ



生活上何らかの支援が必要な方やそのご家族の地域での生活上の課題や
その解決策について、さらに掘り下げることを目的に実施

⑬地域福祉座談会「ふれあいトーク」

【参加者】当事者やその家族、高齢者・障がい者・子ども関係の支援をする仕事や
ボランティア活動などに携わっている方々（９３名）



「地域福祉“お茶の間トーク”」や「ふれあいトーク」で出された様々な意見
を集約し、地域福祉を進めるうえでの課題について整理

⑭地域福祉を進めるための課題（まとめ）



⑮計画の理念と取り組みの体系



⑯計画の構成（１） 関連表による整理

基本目標を達成するために行う様々
な取り組みについて、いくつかの「基本
施策」として集約して記載

３つの基本目標の各冒頭では、それ
ぞれの基本施策が、お茶の間トークや
ふれあいトークで出された“どのような
課題を解決するための取り組みなの
か”について「関連表」として整理



⑰計画の構成（２）基本施策→各施策の構成

基本施策の概要

各施策につながる現状と課題
（お茶の間トーク、ふれあいトークの意見）

各施策の取り組みの方向

具体的な取り組み内容



⑱計画の構成（３）地区ごとの計画の抜粋

地区ごとの取組としてまとめた
ものの中から主なものを抜粋



⑲計画の推進

【計画期間】 平成２１年度から平成２５年度までの５年間

市・市社協においては、各地区福推協と連携するとともに、地域福祉推進
委員会を通じた進捗管理や評価を行いながら取り組みを推進していく。

地域福祉計画
推進委員会

各地区福祉推進協議会


